
請負契約書  

お客様（甲）：                       （乙）ラボ：ＰＣアシスト 青山一朗 

住所：                               宮城県東松島市赤井字舘前２７  

電話：                                0225-82-3728  080-8434-5586  

  

・請負事項  

 ＰＣ操作支援 ＰＣ調整 ハード、ソフト設定 その他ＰＣ関連                       。   

  

・請負額 金               円 

  請負額は別紙１「請負契約にかかる諸経費の算定基準」により算出し甲が負担する。  

甲は本請負契約の成果の引き渡しを乙から受けた後、速やかに請負額を乙に支払わなければならない。  

・出張等交通費 金               円 

  乙の交通費は別紙「請負契約にかかる諸経費の算定基準」により算出し甲が負担する。  

・バックアップ  

  バックアップは甲の責とし、乙は事前にバックアップの有無を甲に確認しなければならない。  

乙はバックアップが無い場合、バックアップが完了するまで関連する作業は行わない。  

・甲の責任と負担  

 本請負にかかるハードウエア、ソフトウエア他の準備または経費はすべて甲の負担とする。  

  作業に関するすべての規定、法令の定めに係る手続き他は甲の責とする。  

  甲の指示、同意による操作等によって被った損害は甲の責とする。  

・免責  

  本請負中、乙の責に帰する操作等により、甲のハードウエア、ソフトウエア等に損害が発生した場合の

補償は以下のとおりとし、経費は乙の負担とする。  

   ハードウエアの補償は相当品の弁済。  

   ソフトウエアの補償は初期状態への復旧。  

データの補償はバックアップデータの復旧。  

・協議  

   本契約に定めの無い事項については甲乙協議のうえ決定する。  

   本請負契約は甲が契約終了を乙に通知するまで有効とする。  

  

上記のとおり、甲乙間で契約が成立したので、本証書２通を作成し、甲乙各１通を保有する。  

契約年月日       年    月    日  

  

 甲：                           ・    乙：                          ・   



別紙１

請負契約にかかる諸経費の算定基準  

制定：平成１９年４月１日

ラボ：ＰＣアシスト  

  

・請負額の算定基準  

 算定の基礎となる乙の作業時間数は契約の成約後から、乙が甲に成果を引き渡した時点までとする。  

 請負単価は、甲の指定する履行場所を管轄する行政機関が定める最低賃金（時間給）とする。  

 １時間に満たない部分は同単価を案分する。  

 ※別紙２「請負契約にかかる承諾書」に同意の場合は請負単価を０円とする。  

  但し、事業用用途の機器メンテナンス、ソフトウエア開発等に関する請負額は別途協議して決定する。  

  

・持ち込み、持ち帰りの請負額算定基準  

 持ち込み、持ち帰りによる請負は甲乙協議のうえ別途見積額を決定する。  

 乙は提示した見積額を超える場合は甲の同意を得なければならない。  

  

・交通費の算定基準  

  交通費は乙事務所からの距離（片道）に応じて決定する。距離は道路地図による距離を適用する。  

  １０ｋｍまでを４００円とする。（注：実質ガソリン代＋乙の拘束分相当）  

  １０ｋｍを超え１ｋｍごとに４０円を加算する。  

 甲が迅速な対応のため乙の高速道路利用に同意したときは実費を加算する。  

  甲が駐車場を確保できないときは乙の駐車場料金を加算する。  

  乙の出張が複数回にわたる場合はその回ごとに精算する。  

  以上の基準によりがたい場合は往復に要する交通費、宿泊料等実費額とする。  

  交通費は出張の依頼により乙が履行場所に到着した時点で発生する。  

  乙が乙事務所を出発後、甲の都合で出張を中止した場合は甲が交通費相当額を負担する。  

  

・持ち込み、持ち帰りに伴う交通費の算定基準  

持ち込み、持ち帰りに伴う交通費の算出は前項算定基準を適用する。  

梱包材、送料等は全額、甲の負担とする。  

   

 

 

 



別紙２

情報再利用にかかる承諾書  

  

 お客様「           」（以下、甲）はラボ：ＰＣアシスト（以下、乙）と  

交わした     年   月   日付請負契約（以下、契約）に関して次のとおり同意する。  

 

記  

 甲は乙が契約により知り得たすべての情報を再利用することに同意する。  

ただし、個人情報保護法、他法令等に定めのあるもの、特記欄に記載した情報を除く。  

  

 乙は甲が負担すべき請負額を全額免除する。 

ただし、交通費、事業用途にかかる請負分を除く。  

  

 特記： 

  

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

注：知り得たすべての情報とは  本来の請負事項のほか、お客様と交わした会話、アイデア、相談やアドバイスの内

容、出張等によりお客様と相対することで乙が知り得るお客様の機器の構成、スペック、レイアウトなどをさします。  

注：再利用することとは 情報を乙の裁量により記録し、編集し、出版、発信することなどをさします。  

注：他法令等とは  例えば、著作権法、肖像権、などなど。  

  

本同意書の主旨： 

ラボ：ＰＣアシストではＰＣユーザーのソフトウエア活用策、ハード、ソフトの設定法、トラブルシュートなどを 研究

テーマとし、その成果を発信（出版、投稿など）しています。  

研究はテーマを据え、そのテーマに沿った実験や体験を経て成果を蓄積するものですが、限られた研究者数ではそれ

らを体験する機会が限られます。特にパソコン初心者、ツール等の初学者の体験事例は習熟者では収集ができません。 

また、テーマにそったハードウエアの不具合が再現できるとは限りません。私どもが想像できない症状やユーザーの操

作、初心者の行動はその事例に遭遇しないかぎり体験できません。  

ラボ：ＰＣアシストではそんな情報を入手する場としてお客様の現場はどうかと考えました。お客様への対応はすな

わち研究であり、さまざまなシーンで行うアシストはある意味、実験の一環であると位置づけました。  

しかし、請負契約によって知り得るお客様からの情報は個人情報以外であっても原則、再利用には同意が必要とされ

ています。たとえば、お客様のＰＣに関する小さなテクニックを知ることになっても、それをお客様の同意なしに公開

することはできません。  

  そこで、お客様から得た情報を乙の裁量で加工し、あるいは組み合わせ、または進化発展させて広く一般に発信する

ため、ラボ：ＰＣアシストによる情報の再利用について同意をお願いするものです。  


